
「福
ふく

祉
し

サービス利
り

用
よう

援
えん

助
じょ

」を基
き

本
ほん

とし、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて「財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

サービス」「財
ざい

産
さん

保
ほ

全
ぜん

サービス」を組
く

み合
あ

わせて支
し

援
えん

します。A

どんなサービスがあるの？Q

どんな人
ひと

が利
り

用
よう

できるの？Q

A

など

預
よ

貯
ちょ

金
きん

の出
だ

し入
い

れや公
こう

共
きょう

料
りょう

金
きん

の支
し

払
はら

いなど、お金
かね

の管
かん

理
り

に
困
こま

っている方
かた

高
こう

齢
れい

者
しゃ

、知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

者
しゃ

、精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

などで、福
ふく

祉
し

サービスや日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に
必
ひつ

要
よう

なサービスを利
り

用
よう

するための情
じょう

報
ほう

収
しゅう

集
しゅう

、判
はん

断
だん

を自
じ

分
ぶん

ひとりでする
ことが不

ふ

安
あん

な方
かた

『すまいる』の日日
にちにち

常常
じょうじょう

生生
せいせい

活活
かつかつ

自自
じじ

立立
りつりつ

支支
しし

援援
えんえん

事事
じじ

業業
ぎょうぎょう

って？ ※「日常生活自立支援事業」は国庫補助金の名称です。
　社会福祉法第2条には「福祉サービス利用援助事業」として規定されています。

例
たと

えば、

●福
ふく

祉
し

サービスについての情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を受
う

けられます。

●福
ふく

祉
し

サービスを利
り

用
よう

したり、やめるために必
ひつ

要
よう

なことを一
いっ

緒
しょ

に考
かんが

えながら手
て

続
つづ

きをします。

●福
ふく

祉
し

サービスを利
り

用
よう

して嫌
いや

なことがあったら、苦
く

情
じょう

解
かい

決
けつ

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

する手
て

続
つづ

きをお手
て

伝
つだ

いします。

●日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

な事
じ

務
む

手
て

続
つづ

きをお手
て

伝
つだ

いします。

●役
やく

所
しょ

から届
とど

いた手
て

紙
がみ

を説
せつ

明
めい

したり、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて手
て

続
つづ

きを代
だい

行
こう

します。

買
か

い物
もの

、掃
そう

除
じ

、保
ほ

証
しょう

人
にん

、入
にゅう

院
いん

や入
にゅう

所
しょ

の代
だい

理
り

契
けい

約
やく

など

できないこと

定
てい

期
き

的
てき

な訪
ほう

問
もん

により、

生
せい

活
かつ

変
へん

化
か

の察
さっ

知
ち

（見
み

守
まも

り）

も併
あわ

せて行
おこな

います。

→   福
ふく

祉
し

サービスを安
あん

心
しん

してご利
り

用
よう

できるようにお手
て

伝
つだ

いします。

福
ふく

祉
し

サービス利
り

用
よう

援
えん

助
じょ

基
き

本
ほん

サービス1
福
ふく

祉
し

サービスって
何
なに

があるんだろう？

お預
あず

かりできないもの

お預
あず

かりできるもの

●年
ねん

金
きん

証
しょう

書
しょ

、預
よ

貯
ちょ

金
きん

通
つう

帳
ちょう

、不
ふ

動
どう

産
さん

権
けん

利
り

証
しょう

書
しょ

、不
ふ

動
どう

産
さん

登
とう

記
き

識
しき

別
べつ

情
じょう

報
ほう

通
つう

知
ち

書
しょ

、契
けい

約
やく

書
しょ

類
るい

●実
じつ

印
いん

、銀
ぎん

行
こう

印
いん

●その他
た

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

が適
てき

当
とう

と認
みと

めた書
しょ

類
るい

※金融機関の貸金庫に保管します。

宝
ほう

石
せき

、骨
こっ

董
とう

品
ひん

、貴
き

金
きん

属
ぞく

類
るい

、有
ゆう

価
か

証
しょう

券
けん

、現
げん

金
きん

など

オプションサービス3 財
ざい

産
さん

保
ほ

全
ぜん

サービス
→   大

たい

切
せつ

な書
しょ

類
るい

や印
いん

鑑
かん

などをお預
あず

かりします。

通
つう

帳
ちょう

や年
ねんきんしょうしょ

金証書を
どこに置

お

いたか忘
わす

れてしまう

例
たと

えば、

●医
い

療
りょう

費
ひ

、税
ぜい

金
きん

、公
こう

共
きょう

料
りょう

金
きん

等を支
し

払
はら

うお手
て

伝
つだ

いをします。

●あなたの通
つう

帳
ちょう

から生
せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

なお金
かね

を定
てい

期
き

的
てき

に払
はら

い出
だ

して
お渡

わた

しします。また、預
あず

け入
い

れすることもできます。

●財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

サービスで使
し

用
よう

する通
つう

帳
ちょう

は、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

へ預
あず

け
ることもできます。

できないこと

※必要に応じて専門家へつなぎます。資
し

産
さん

運
うん

用
よう

、確
かく

定
てい

申
しん

告
こく

、債
さい

務
む

整
せい

理
り

など

オプションサービス2 財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

サービス
→   生

せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

なお金
かね

の出
だ

し入
い

れをお手
て

伝
つだ

いします。

お金
かね

の管
かん

理
り

が心
しん

配
ぱい

※この事業を利用する意思があり、必要な契約内容について理解
　できる方が対象となります。
※認知症の診断の有無、障害者手帳の有無は問いません。
※千葉県居住の方が対象となります。住民票の有無は問いません。
※15歳以上の方が対象となります。
※在宅生活者に限らず、福祉施設入所者及び入院患者も対象と
　なります。
※成年後見制度の利用者も対象となる場合があります。
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